
１月１日に発生した能登半島地震では、今回も、建築物

の現行の耐震基準になる前の、昭和５６年５月以前に建

設された住宅等に大きな被害が出ています。

更に４月１７日深夜には、愛媛県や高知県で最大震度

６弱を観測する地震が発生し、長崎県内でも震度３を観

測しました。

このように、地震は全国どこでも発生する可能性がある

ため古い基準で建てられた住宅等について、耐震改修の

ための支援制度の紹介や、簡易診断や改修がどのように

行われるのか等について、県・町の職員が相談にお答えし

ます。

○開催日時・場所
日時：５月１２日(日) １０:００～１６:００
場所：石油備蓄記念会館２階大会議室

○相談内容
・住宅・建築物に関する耐震改修支援制度について
・木造住宅の簡易診断（アンケート回答による自己診断）のご紹介
・住宅耐震啓発チラシの配布

○対象者 町内にお住いの一般の方

○相談対応者 長崎県・町の職員

○相談の事前申込は必要ありません。

〇問い合わせ先：上五島支所管理・用地課建築班 電話 42-5021


